
介護福祉士修学資金貸与について

１．貸与対象者

  介護福祉士養成校に在学する方で、卒業後に社会医療法人財団董仙会・社会福祉法

人徳充会に勤務する方を対象とします。

２．貸与額

１）修学資金は無利息で貸与します。

２００,０００円×年２回×２年間 合計８００,０００円

３．申請方法

修学資金の貸与を希望する方は、「介護福祉士修学資金貸与申請書」（様式１）を、

社会医療法人財団董仙会本部総務課、又は社会福祉法人徳充会総務課まで提出して下

さい。

４．貸与の決定

  ４月に面接を行ない、決定をします。決定は、文書で本人に通知します。

５．貸与の契約

  貸与が決定したら、貸与を受ける方と董仙会または徳充会と契約を交わしてもらい

ます。その後、貸与が開始されます。


